
　今年の夏の電力需給は、非常に厳しい見通しです。日常生活
に支障のない範囲で、電気の効率的な使用をお願いします。
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３
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昨年度開催時の様子

節電・省エネで未来を明るく節電・省エネで未来を明るく
夏の節電・省エネにご協力を夏の節電・省エネにご協力を

エアコンのフィルターをこまめにエアコンのフィルターをこまめに
掃除する（月 ２回程度）。掃除する（月 ２回程度）。

掃除機はフローリング・畳は「弱」、掃除機はフローリング・畳は「弱」、
じゅうたんは「強」で使い分ける。じゅうたんは「強」で使い分ける。

家庭の節電メニュー例家庭の節電メニュー例 「家庭の省エネハンドブック」では、様々な「家庭の省エネハンドブック」では、様々な
省エネ対策を紹介しています。省エネ対策を紹介しています。

都n

「家庭の省エネハンドブック
2023」（東京都発行）表紙
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　 ８⽉ ６日と ９日は広島市と⻑崎市の原爆被災の日、 ８⽉　 ８⽉ ６日と ９日は広島市と⻑崎市の原爆被災の日、 ８⽉
１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。亡くなら１５日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。亡くなら
れた⽅々のご冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和れた⽅々のご冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和
を祈念し、市⺠の皆さまにはそれぞれの家庭や職場などで、を祈念し、市⺠の皆さまにはそれぞれの家庭や職場などで、
黙とうにご協力をお願いいたします。黙とうにご協力をお願いいたします。
　また、各日、市では哀悼の意を表するため、市役所本庁　また、各日、市では哀悼の意を表するため、市役所本庁
舎で半旗を掲揚します。舎で半旗を掲揚します。

◆黙とうの時間◆黙とうの時間
　 ８⽉ ６日㈰（広島市原爆被災の日）　 ８⽉ ６日㈰（広島市原爆被災の日）
　　午前 ８時１５分から １分間　　午前 ８時１５分から １分間
　 ８⽉ ９日㈬（⻑崎市原爆被災の日）　 ８⽉ ９日㈬（⻑崎市原爆被災の日）
　　午前１１時 ２ 分から １分間　　午前１１時 ２ 分から １分間
　 ８⽉１５日㈫（戦没者を追悼し平和を祈念する日）　 ８⽉１５日㈫（戦没者を追悼し平和を祈念する日）
　　正午から １分間　　正午から １分間

展示内容

　広島平和記念資料館より、絵を借用して展示します。　広島平和記念資料館より、絵を借用して展示します。
当時の状況を伝える「原爆の絵」であり、昨年度展示した当時の状況を伝える「原爆の絵」であり、昨年度展示した
セットと異なる内容です。作品を通して、当時の惨状をセットと異なる内容です。作品を通して、当時の惨状を
痛感し、いま、改めて平和について考えるきっかけとし痛感し、いま、改めて平和について考えるきっかけとし
て、一人でも多くの⽅にご覧いただけますと幸いです。て、一人でも多くの⽅にご覧いただけますと幸いです。

「被爆体験証言者と高校生との「被爆体験証言者と高校生との
共同制作による原爆の絵」共同制作による原爆の絵」 東久留米市内の戦争の痕跡東久留米市内の戦争の痕跡

　戦争に関して市が所蔵する資料を集　戦争に関して市が所蔵する資料を集
めた展示です。私たちが住んでいる東めた展示です。私たちが住んでいる東
久留米市においても起こった戦争を知久留米市においても起こった戦争を知
り、平和について考える機会になればり、平和について考える機会になれば
と思います。と思います。

半旗を掲揚します

今号の主な内容
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・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（ ３万円）の支給について… ２ 面

・納期内納付にご協力ください……………………… ３面

・河川の水質汚濁防止にご協力を…………………… ４面

・新型コロナウイルスワクチン関連情報…………… ８面
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l重点支援給付金コールセンター☎０４２・４７０・
７８６３（土曜・日曜日、祝日を除く午前 ８ 時半〜
午後 ５時１５分受付）
　※詳細は市nをご覧ください。 市n

相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 ４ 日㈮ 午後 ２時〜 ４
時

東久留米建築
設計協会会員

市役所 １階屋
内ひろば

施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜午
後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子自
立支援員

市役所 ２階児
童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

身体障害者
相談 ８ 月は実施しません（次回は ９月 ８日㈮実施予定） 障害福祉課

☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１知的障害者

相談 ８ 月は実施しません（次回は ９月１３日㈬実施予定）

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜午
後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー 直接会場で

住宅増改築
相談 ８ 月は実施しません（次回は ９月１４日㈭実施予定） 産業政策課

☎０４２・４７０・７７４３

消費者相談 平日
午前１０時〜
正午、午後 １
時〜 ４時

消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 ８ 月は実施しません（次回は ９月１３日㈬実施予定） 生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

８ 月 の 無 料 相 談８ 月 の 無 料 相 談
相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

２ 日㈬

午前１０時から 弁護士
７月２７日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

９ 日㈬
１６日㈬

８月１０日㈭
２３日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

２ 日㈬
午後 １時から 司法書士

７月２５日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

９ 日㈬
午後 １時から

行政書士 ８月 ３日㈭

税務相談（ ５人）
１６日㈬

税理士 ８月 ８日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護
委員 ８月１０日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ３ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ７月２７日㈭

交通事故相談（ ５人）

２３日㈬

弁護士

８月１７日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

７ 日㈪

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

７月２６日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

１４日㈪
２１日㈪

８月 ９日㈬
２８日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ４ 日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ７月２１日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会経
営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７
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％
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２
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。
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よ
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さ
て
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２
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催
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力
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。
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台
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よ
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ら
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ザ
ー
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。
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情
報
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

だ
け
で
な
く
、「
安
心
く
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w
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も
発
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し
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。
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ひ
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ク
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改
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。

　
最
後
に
、
余
談
で
す
が
、

私
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顔
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し
ま

し
た
！
市
職
員
に
よ
る
提

案
、
広
報
担
当
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に
よ

っ
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描
か
れ
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も
の
が
こ

ち
ら
。
実
物
よ
り
も
…
…

ど
う
で
し
ょ
う
か（
笑
）。

本
人
と
も
ど
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

市長

至誠
　通天

てんつう

せいし

生活困窮者自立相談支援事業をご利用ください 電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（ ３万円）
の支給について

　市では生活や仕事探し、家賃の支払いなどでお困りの方、お子さんの学習面で
不安がある方の相談をお受けしています。相談が混み合っていますので、電話で
事前に来庁日などを相談員にお知らせください。
a開庁日の午前 ９時〜午後 ４時（正午〜午後 １時を除く）
l福祉総務課☎０４２・４７０・７７４９

■自立相談支援
　相談の中で生活状況などをお伺いし、課題を整理し、自立に向けた支援内容（プ
ラン）を支援員が一緒に考えます。必要に応じて、関係機関への照会または同行
支援を行います。

給付金に関する詳細はしばらくお待ちください
　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、
特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、 １世
帯あたり ３万円を支給します。
　市では現在、支給に向けた準備をしています。対象と思わ
れる世帯については、支給に関するご案内を ８月上旬を目途
に送付予定です。支給要件や支給までのスケジュールなどに
ついては、市nで随時更新するほか、広報 ５年 ８月 １日号で
お知らせする予定です。

■子どもの学習支援
　市内在住の中学生を対象に「経済的事情などにより学習の機会が少ない」「学習
の不安を相談できる場所がほしい」といった方に対して、学習支援を行っています。

■住居確保給付金
　離職などにより収入が減少し、資産状況や求職活動などの要件を満たす方に対
し、市から直接、不動産事業者などに家賃相当額（上限あり）を給付します。
　※一定の要件を満たす場合は、 ３カ月ごとに ２回まで延長することができます
（最長 ９カ月）。再支給の要件を満たせば、再度申請が可能となる場合があります
（原則 １人 １回限り）。
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



市

民

生

活

国
民
健
康
保
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限
度
額
適
用
認
定
証
と

標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
の
交
付

　
▼
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
で
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

＝
申
請
に
よ
り「
限
度
額
適
用

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
。
▼
７０
歳
未
満

の
被
保
険
者
で
住
民
税
課
税
世

帯
の
方
、
７０
歳
以
上
の
被
保
険

者
で
所
得
区
分
が
現
役
並
み
Ⅰ

・
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
＝
申
請
に

よ
り「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を

交
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の「
認
定
証
」を
保
険

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
高

額
な
保
険
診
療
に
お
け
る
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、「
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
お
持
ち
の
方
は
入
院
時
の
食

事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

こ
れ
ら
の「
認
定
証
」は
前
年
の

収
入
状
況
に
よ
っ
て
変
更
が
生

じ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
８
月
１

日
を
基
準
に
限
度
額
を
判
定
し

て
い
ま
す
。

　
※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納

し
て
い
る
場
合
は
認
定
証
の
交

付
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◎
長
期
入
院
の
場
合

　
過
去
１２
カ
月
の
入
院
日
数
が

９０
日
を
超
え
る
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
、
申
請
す
る
と
さ

ら
に
食
事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
、
手
続
き
の
際
に
入
院

日
数
を
確
認
で
き
る
領
収
証
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

k
被
保
険
者
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
。
な
い
場
合
は
、

本
人
確
認
書
類〈
運
転
免
許
証

な
ど
〉）を
持
参
の
上
、
保
険
年

金
課
国
保
年
金
資
格
係（
市
役

所
１
階
）へ
申
請
を（
郵
送
で
の

手
続
き
も
可
）

　
※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４
年
度
の
認
定
証
の
有
効
期
限

は
７
月
３１
日
㈪
で
す
。
継
続
し

て
認
定
証
を
必
要
と
す
る
方
は

８
月
３１
日
㈭
ま
で
に
手
続
き
す

る
と
、
８
月
１
日
か
ら
適
用
の

認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
限

度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
と
し
て
の
利
用

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
対

応
し
た
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
、
保
険
証
と
し
て
登
録
し
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

す
る
場
合
に
は
、
限
度
額
適
用

認
定
証
や
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
が
な
く
て
も
ご
自
身
の
医

療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
な
ど

を
医
療
機
関
に
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
非
課

税
世
帯
の
方
で
、長
期
入
院（
過

去
１２
カ
月
の
入
院
日
数
が
９０
日

を
超
え
る
場
合
）に
該
当
す
る

場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

l
保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
２
、

ま
た
は
同
課
高
齢
者
医
療
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
８
４
６

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

◎
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証（
減
額
認
定
証
）お

よ
び
限
度
額
適
用
認
定
証（
限

度
額
認
定
証
）の
年
次
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有

効
期
限
は
、
７
月
３１
日
㈪
で
す
。

８
月
１
日
㈫
以
降
も
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
に
は
、
い
ず
れ

も
７
月
末
日
ま
で
に
新
し
い
認

定
証（
有
効
期
限
６
年
７
月
３１

日
ま
で
）を
送
付
し
ま
す
。
現

在
お
使
い
の
認
定
証
は
、
８
月

１
日
㈫
以
降
、
個
人
情
報
に
留

意
の
上
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

　
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口

に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保

険
適
用
の
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
減

額
認
定
証
に
つ
い
て
は
、
入
院

時
の
食
費
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

e
▼
減
額
認
定
証
＝
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
１
割
負
担
の
被

保
険
者
で
、
世
帯
全
員
の
５
年

度
の
住
民
税（
市
・
都
民
税
）が

非
課
税
と
な
る
方
▼
限
度
額
認

定
証
＝
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
３
割
負
担
の
被
保
険
者
で
、

世
帯
全
員
の
５
年
度
の
住
民
税

（
市
・
都
民
税
）課
税
所
得
が
６

９
０
万
円
未
満
の
方

　
ま
た
、
対
象
者
で
現
在
未
発

行
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
そ
の

月
の
初
日
か
ら
有
効
の
認
定
証

が
発
行
で
き
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
、
被
保
険
者
証
・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
。
な
い
場
合

は
、
本
人
確
認
書
類〈
運
転
免

許
証
な
ど
〉）を
持
参
の
上
、
保

険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係（
市

役
所
１
階
）へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
代
理
の
方
が
申
請
す
る

場
合
は
、
別
途
確
認
書
類
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
同
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
長
期
入
院
該
当
の
認
定

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、

過
去
１２
カ
月
の
入
院
日
数
が
９０

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
入
院

時
の
食
費
が
さ
ら
に
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
別
途
書

類
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

同
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８

４
６

�

（
４
面
へ
続
く
）

納期内納付に納期内納付に
　ご協力ください　ご協力ください

ご相談ください
　病気や失業、事業の廃止など、
やむを得ない事情により市税な
どの納付が困難な方は、そのま
まにせず、納税課にご相談くだ
さい。電話相談も随時受け付け
ています。また、昼間お仕事な
どでお忙しい方のために、夜間
・休日納付相談窓口を開設し、
納付相談のほか、市税などの納
付を受け付けます。納付相談は

事前連絡があるとスムーズに進
みますので、来庁日時をご連絡
ください。
　※納付書の再発行もできます
（一部を除く）。
i▼口座振替の手続きおよび納
税証明書の発行はできません▼
保育園保育料、保育園副食費、
学童保育所費は、納付書を持参
していただければ領収します
（納付書の再発行はできません）
l納税課納税係☎０4２・47０・77３０

休日窓口 77 月月2929日日（土）（土）・・3030日日（日）（日）
午前 9 時～午後 4 時午前 9 時～午後 4 時

午後 8 時まで午後 8 時まで77 月月2525日日（火）（火）夜間窓口

場所 納税課（市役所 2 階）納め忘れがなく便利！
口座振替をご利用ください

市n

国民健康保険税
口座振替推進キャンペーン

a 7 月当初納税通知書発送時
～１２月２5日e▼期間中に新た
に国民健康保険税の口座振替
をお申し込みいただいた方▼
5年度の国民健康保険税の賦
課がある納税義務者▼他税目
（料）も含めキャンペーン終了
時点（１２月２5日）で滞納がない
方▼抽選時点で口座振替実績
のある方j当選者の発表は発
送をもって代えさせていただ
きますk不要（自動エントリ
ー）l納税課管理係☎０4２・
47０・77２９ キャンペーンチラシ

　市税などの納付は、金融機関
・郵便局・コンビ
ニエンスストア・
スマホ決済などで
できます。
　詳細は市nをご
覧ください。

市n

市
n

7月3１日㈪納期限7月3１日㈪納期限

固定資産税・都市計画税 第2期

国民健康保険税 第1期

後期高齢者医療保険料 第1期

介護保険料 第1期

納付方法など市税を期限までに
納付しないとどうなるの？
　納期限までに納付しないと、延滞金を
併せて納付する必要が生じます。
　また、督促状などを送付しますが、そ
れでも納付がない場合には勤務先へ給与
状況などの照会をするなど財産の調査を
行います。同調査の結果、財産が判明し
た場合は、国税徴収法などに基づく差押
えを執行し、差押えた財産は、公売、取
立により換価（換金）し、未納の税金に充
当します。

処分の流れ

抽選で500人に東久留米市産ジャムセットをプレゼント

5．7．15 3
市民生活



（
３
面
か
ら
続
く
）

国
民
健
康
保
険�

高
額
療
養
費
制
度

　
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、

１
カ
月
に
保
険
医
療
機
関
な
ど

で
か
か
っ
た
医
療
費（
保
険
診

療
分
）が
高
額
と
な
り
、
ご
自

身
の
月
額
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
額

が
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
か
ら
市

へ
の
請
求
に
基
づ
き
、
毎
月
計

算
を
行
い
、
該
当
の
方
に
は
、

医
療
機
関
を
受
診
し
た
日
か
ら

約
３
カ
月
半
以
降
に
高
額
療
養

費
支
給
の
お
知
ら
せ
と
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。

k
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
請

書
・
被
保
険
者
証
・
世
帯
主
お

よ
び
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
な
ど
）・
領
収
書（
医
療
費

の
支
払
い
確
認
に
必
要
）を
持

参
し
て
、
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係（
市
役
所
１
階
）で
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
一
度
申

請
書
で
申
請
し
た
方
は
そ
れ
以

降
の
手
続
き
を
省
略
し
、
市
か

ら
自
動
的
に
振
り
込
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
希
望
す
る
場
合
は
、

申
請
時
に
お
伝
え
く
だ
さ
い

◎
急
な
病
気
で
病
院
に
か
か
っ

た
と
き
は

　
出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な

る
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情

で
保
険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被

保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
医
療
を

受
け
た
時
や
、
医
師
の
指
示
で

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装

具
を
作
っ
た
時
は
、
世
帯
主
か

ら
の
申
請
に
よ
っ
て
、
後
か
ら

保
険
給
付
の
払
い
戻
し
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
詳
細
は
保
険
年
金

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
３

こ
ど
も

と
教
育

乳
・
子
・
青
医
療
証�

現
況
届
の
提
出
は�

お
済
み
で
す
か

　
医
療
証
の
有
効
期
間
は
９
月

３０
日
㈯
ま
で
で
す
。
市
に
所
得

情
報
が
あ
る
方
は
、
有
効
期
間

が
１０
月
１
日
㈰
か
ら
の
医
療
証

を
９
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、
現
況

届
を
６
月
２３
日
に
送
付
し
て
い

ま
す
の
で
、
未
提
出
の
方
は
至

急
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況

届
が
未
提
出
の
場
合
、
１０
月
以

降
の
医
療
証
の
交
付
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

愛
の
ひ
と
声
運
動�

夏
の
強
調
期
間

　
「
愛
の
ひ
と
声
運
動
」と
は
、

良
い
こ
と
を
し
て
い
る
青
少
年

に
は
励
ま
し
の
言
葉
を
、
良
く

な
い
こ
と
や
危
な
い
こ
と
を
し

て
い
る
青
少
年
に
は
注
意
の
ひ

と
声
を
か
け
る
も
の
で
す
。
こ

れ
に
よ
り
正
し
い
日
常
生
活
の

ル
ー
ル
を
啓
発
し
、
自
己
と
他

人
を
尊
ぶ
心
を
高
め
、
青
少
年

を
非
行
と
事
故
か
ら
守
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
各
中

学
校
地
区
青
少
年
健
全
育
成
協

議
会
を
は
じ
め
、
関
係
２７
団
体

で
実
施
委
員
会
を
組
織
し
、
市

民
ぐ
る
み
の
運
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
７
月
２１
日
～
８
月
３１
日
は
夏

の
強
調
期
間
と
し
て
、
各
中
学

校
地
区
単
位
実
行
委
員
会
が
、

街
頭
パ
ト
ロ
ー
ル
や
啓
発
用
ポ

ス
タ
ー
の
設
置
な
ど
を
行
い
ま

す
。
こ
の
運
動
は
地
域
の
皆
さ

ん
の
参
加
・
協
力
が
あ
っ
て
、

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
青
少

年
へ
の
励
ま
し
や
ね
ぎ
ら
い
の

言
葉
、
時
に
は
注
意
の
言
葉
な

ど
、
愛
の
ひ
と
声
を
お
願
い
し

ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
有
償
の
子
育
て

助
け
合
い
事
業
で
す
。
地
域
の

協
力
者
が
お
子
さ
ん
の
預
か
り

や
送
迎
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

協
力
者
も
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
。
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動

に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
ま

ず
は
事
業
説
明
会
に
ご
参
加
く

だ
さ
い（
利
用
者
・
協
力
者
合

同
）。

a
８
月
２２
日
㈫
午
前
１０
時
か
ら

３０
分
程
度

b
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
２
階
会

議
室
２

f
先
着
１０
人（
事
前
予
約
制
）

h
事
前
送
付
資
料
、
入
会
希
望

者（
保
護
者
）の
顔
写
真
、
本
人

確
認
書
類（
健
康
保
険
証
、
運

転
免
許
証
な
ど
）

j
お
子
さ
ん
の
同
席
可（
保
育

な
し
）

k
l
電
話
ま
た
は
直
接
同
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
３
２
９

４
へ

高
齢
者

・
福
祉

難
病
医
療
費
な
ど
の�

助
成
制
度

　
申
請
に
必
要
な
書
類
は
障
害

福
祉
課（
市
役
所
１
階
）に
あ
り

ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
難
病
医
療
費
助
成
制
度

　

国
ま
た
は
都
が
指
定
し
た

「
指
定
難
病
」に
該
当
す
る
方
の

医
療
費
を
一
部
助
成
す
る
制
度

で
す
。
患
者
の
方
の
医
療
費
負

担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、

医
療
費
助
成
を
通
じ
て
患
者
の

方
の
病
状
や
治
療
状
況
を
把
握

し
、
治
療
研
究
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

e
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た

３
３
８
疾
病（
指
定
難
病
）ま
た

は
都
が
指
定
し
た
８
疾
病
に
罹

患
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方

で
、
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
①
病
状
が
重
症

度
分
類
で
該
当
す
る
方
②
①
に

該
当
し
な
い
が
、
医
療
費
総
額

が
３
万
３
３
３
０
円
を
超
え
た

月
が
、
申
請
月
以
前
の
１２
カ
月

以
内
に
３
カ
月
以
上
あ
っ
た
方

◎
Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
ィ
ル
ス
肝
炎

の
医
療
費
助
成
制
度

　
Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
ィ
ル
ス
肝
炎

で
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
等

の
抗
ウ
ィ
ル
ス
治
療
を
さ
れ
る

方
へ
、
治
療
に
か
か
る
医
療
費

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。

e
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か

の
治
療
を
要
す
る
と
診
断
さ
れ

た
方
▼
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
の
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
▼
Ｂ
型

肝
炎
の
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治

療（
経
口
剤
）▼
Ｃ
型
肝
炎
の
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
フ
リ
ー
治
療

（
経
口
剤
）

◎
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
医
療

費
助
成
制
度

　
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス

に
よ
る
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変

の
医
療
費
の
一
部
、
ま
た
は
全

額
が
助
成
さ
れ
る
制
度
で
す
。

支
給
条
件
の
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

◎
都
医
療
券（
人
工
透
析
に
係

る
医
療
費
助
成
）の
更
新
手
続

き
　
同
医
療
券
を
お
持
ち
の
方
で
、

引
き
続
き
医
療
費
助
成
を
希
望

す
る
場
合
は
、
更
新
手
続
き
が

必
要
で
す
。
更
新
に
必
要
な
書

類
な
ど
は
都
か
ら
直
接
郵
送
さ

れ
ま
す
。
手
続
き
は
市
障
害
福

祉
課
が
窓
口
と
な
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
有
効
期
限
を

過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
医
療
費
助

成
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、
改
め

て
手
続
き
を
し
た
日
か
ら
に
な

り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

l
都
福
祉
保
健
局
疾
病
対
策
課

☎
０３
・
５
３
２
０
・
４
４
７
２
、

☎
０３
・
５
３
２
０
・
４
０
０
４
、

ま
た
は
市
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
４

７

住
環
境

７
月
１７
日

の�

ご
み
収
集

　
７
月
１７
日
は
祝
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら
れ

た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８
時

半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

市n

l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３河川の水質汚濁防止にご協力を

市n

　市には、黒目川と落合川（一級河
川）を中心に、その支川である立野川
・楊柳川・西妻川・出水川・弁天川
・中溝川の８河川が流れています。
その水質は、最近の主な水質基準項
目である生物化学的酸素要求量

（BOD）値の減少にみられるよう
に、以前に比べ改善し安定してきて
います。
　一方で、河川に大量の油が浮いている、ペンキのような液体が流れているな
どの水質異常事故も発生しています。

黒目川と落合川の合流地点

　道路に降った雨水は側溝から河川へ流れます。市では、道路排水と生活排水
を流す管が区別（分流式下水道）されていて、道路雨水ますや側溝などに汚れた
水を流してしまうと、直接川に流れ出てしまいます。

側溝に汚れた水を流さないでください

●油やペンキなどは、廃液が出ないように残さず使い切る
●�ペンキの残液やハケなどを洗った汚水は、ボロ布や新聞紙に染

み込ませるなどし、廃棄物として適切に処理する
●�洗車などは洗車場などで行い、洗浄排水が河川に流れ込まない

ようにする

きれいな川を守るためにできること

　地表面のコンクリートやアスファルト化などによる雨水の地
下浸透量の減少は、湧水や河川の水量に影響を与えます。雨水
浸透ますは、屋根に降った雨水を地下へ戻し、地下水を涵

かん

養
よう

す
る効果が期待できます。市内の豊かな水辺環境を保全するため、
雨水浸透ますの設置に、ご協力をお願いします。
■雨水浸透ます設置補助金制度
　詳細は環境政策課までお問い合わせください。
申請対象者敷地が１,０００㎡未満の既存の個人住宅（新築、増築等
を除く一般住宅）を所有する方
補助金額設置状況により、経費の全部または一部を補助

◆豊かな水辺環境を守る「雨水浸透ます」

雨水浸透のしくみ雨水浸透ますの構造

5．7．15 4

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

住環境
高齢者・福祉市民生活 こどもと教育



救
急
車
の
適
正
利
用
を

　
昨
年
中
の
東
京
消
防
庁
の
救

急
出
場
件
数
は
、
８７
万
２
０
７

５
件
で
、
一
昨
年
と
比
べ
１２
万

８
３
７
２
件
増
加
し
、
過
去
最

多
を
更
新
し
ま
し
た
。
救
急
出

場
件
数
が
増
加
す
る
と
救
急
隊

が
到
着
す
る
ま
で
の
時
間
が
延

び
、
救
え
る
命
が
救
え
な
く
な

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
急
な
病
気
や
怪
我
を
し
た
時

に
、
救
急
車
を
呼
ぶ
か
、
病
院

へ
行
く
か
な
ど
迷
っ
た
場
合
は
、

☎
♯
７
１
１
９
の「
東
京
消
防

庁
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー
」（
２４
時

間
・
年
中
無
休
）ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
症
状
に
応

じ
た
質
問
に
答
え
る
こ
と
で
、

病
院
受
診
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ

ス
が
得
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス「
東

京
版
救
急
受
診
ガ
イ
ド
」も
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
※
詳
細
は

東
京
消
防
庁

n
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

l
東
久
留
米
消
防
署
救
急
係
☎

０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９（
内

線
３
８
０
）

市
環
境
美
化
推
進
員 

（
第
９
期
）募
集

　
市
環
境
美
化
推
進
員
と
は
、

「
東
久
留
米
市
ポ
イ
捨
て
等
の

防
止
及
び
路
上
喫
煙
の
規
制
に

関
す
る
条
例
」に
基
づ
き
、
市

長
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
方
で
す
。

ポ
イ
捨
て
な
ど
を
な
く
し
、
ま

ち
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
、
一

緒
に
活
動
で
き
る
方
を
募
集
し

ま
す
。

主
な
活
動
内
容
①
市
内
で
の
ポ

イ
捨
て
防
止
や
、
路
上
喫
煙
禁

止
区
域
内
で
の
路
上
喫
煙
者
へ

の
啓
発
②
道
路
お
よ
び
公
園
な

ど
で
の
清
掃
③
環
境
美
化
推
進

員
連
絡
会
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ

の
参
加
な
ど

応
募
資
格
市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
で
１８
歳
以
上
の
方

募
集
人
数
制
限
な
し

謝
金
支
給
な
し

任
期
８
月
２２
日
～
７
年
８
月
２１

日j
第
１
回
連
絡
会
を
９
月
２５
日

㈪
午
後
１
時
半
か
ら
開
催
予
定

k
７
月
２８
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

任
意
の
用
紙
ま
た
は
応
募
用
紙

（
市
n
か
ら

取
得
可
）に

応
募
の
動
機

を
簡
潔
に
ま

と
め
、
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
住

所
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・

m
ア
ド
レ
ス（
お
持
ち
の
方
の

み
）を
記
入
の
上
、
〒
２０３

−

８

５
５
５
、
市
役
所
環
境
政
策
課

「
環
境
美
化
推
進
員
応
募
」宛
て

郵
送
、
m（kankyo

seisa 
ku@

city.higashikurum
e.

lg.jp

）、
o
０４２
・
４
７
０
・
７

８
０
９
ま
た
は
同
課（
市
役
所

５
階
）へ
直
接
持
参
を
。
結
果

は
８
月
１８
日
㈮
ま
で
に
通
知
。

応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３５

年
度
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
資
格
認
定

共
通
試
験

a
b
１０
月
１
日
㈰
午
前
１０
時
～

正
午
、
青
山
学
院
大
学
青
山
キ

ャ
ン
パ
ス
９
号
館（
渋
谷
区
渋

谷
４

−

４

−

２５
）

◎
オ
ン
ラ
イ
ン
申
込

g
６
１
４
０
円（
受
験
料
６
０

０
０
円
、
郵
送
料
１
４
０
円
）

k
都
下
水
道
局
n
で
受
験
案
内

を
確
認
の
上
、

７
月
３１
日
㈪

ま
で
に
申
請

サ
イ
ト
で
申

し
込
み
を

◎
郵
送
申
込

受
験
案
内
・
申
込
書
の
配
布
７

月
３１
日
㈪
ま
で
市
施
設
建
設
課

下
水
道
施
設
担
当
窓
口
⑦（
市

役
所
５
階
）で
配
布

g
６
２
２
４
円（
受
験
料
６
０

０
０
円
、
郵
送
料
２
２
４
円
）

k
７
月
３１
日
㈪
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
受
験
案
内
を
確
認
の

上
、
必
要
書
類
を
簡
易
書
留
で

郵
送
を

l
市
施
設
建
設
課
下
水
道
施
設

担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５

９

お
知
ら
せ

「
令
和
６
年
度
東
久
留

米
市
放
課
後
子
供
教
室

運
営
業
務
委
託
」に
係
る 

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

　
市
内
全
小
学
校（
１２
校
）の
放

課
後
子
供
教
室
の
運
営
に
関
す

る
業
務
を
行
う
委
託
事
業
者
を

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
り
募
集
し
ま
す
。
参
加
希
望

事
業
者
は
市
n（
７
月
２０
日
㈭

か
ら
公
開
）に
掲
載
の「
令
和
６

年
度
東
久
留
米
市
放
課
後
子
供

教
室
運
営
業
務
委
託
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
実
施
要
領
」な
ど
を
参
照

し
、
期
限
ま
で
に
応
募
し
て
く

だ
さ
い
。

実
施
要
領
配
布
７
月
２０
日
㈭
～

８
月
１０
日
㈭

に
市
n
ま
た

は
生
涯
学
習

課（
市
役
所

６
階
）窓
口
で
取
得

参
加
表
明
書
の
提
出
期
限
な
ど

８
月
１０
日
㈭
午
後
５
時
ま
で
に

官
公
署

　
な
ど

成
年
後
見
制
度 

無
料
専
門
相
談

a
７
月
２６
日
㈬
、
８
月
２３
日
㈬
、

９
月
２７
日
㈬
、
い
ず
れ
も
午
後

２
時
か
ら（
１
組
６０
分
）

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

c
成
年
後
見
制
度
や
任
意
後
見

制
度
の
手
続
き
方
法
な
ど
に
関

す
る
相
談

e
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
福
祉

関
係
者

f
各
日
先
着
２
組

d
奇
数
月
は
社
会
福
祉
士
、
偶

数
月
は
司
法
書
士

g
無
料

k
l
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で

に
電
話
で
市
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
支
援
担
当（
成
年
後
見
制

度
推
進
機
関
）☎
０４２
・
４
７
９

・
０
２
９
４
へ

無
料
法
律
相
談

a
①
８
月
１３
日
②
９
月
１０
日
③

１０
月
８
日
、
い
ず
れ
も
日
曜
日

午
後
２
時
か
ら（
１
組
４０
分
）

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

c
遺
言
、
相
続
、
贈
与
、
財
産

分
与
、
成
年
後
見
・
任
意
後
見

制
度
利
用
、
権
利
侵
害
、
身
上

保
護
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
、

そ
の
他
権
利
擁
護
に
関
す
る
相

談e
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
方
と
親
族
・
関

係
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
▼

愛
の
手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ

に
準
ず
る
者
▼
精
神
保
健
福
祉

手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ
に
準

ず
る
者

f
各
日
先
着
４
組

d
弁
護
士

g
無
料

k
l
①
は
７
月
１８
日
㈫
～
８
月

９
日
㈬
、
②
は
８
月
１５
日
㈫
～

９
月
６
日
㈬
、
③
は
９
月
１５
日

㈮
～
１０
月
４
日
㈬
に
電
話
で
市

社
会
福
祉
協
議
会
相
談
支
援
担

当
☎
０４２
・
４
７
９
・
０
２
９
４

へ
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

　
１０
月
１
日
か
ら
消
費
税
の
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式（
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
）が
始
ま
り
ま
す
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、
登
録

を
受
け
た
事
業
者（
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
）の
み
が
適
格

請
求
書（
イ
ン
ボ
イ
ス
）を
交
付

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
自
分

は
登
録
す
べ
き
か
」「
ど
の
よ
う

に
手
続
き
す
れ
ば
い
い
か
」と

い
っ
た
疑
問
を
お
持
ち
の
方
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
８
月
２
日
㈬
午
前
１０
時
半
～

正
午
と
午
後
２
時
～
３
時
半
の

２
回

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
個
人
事
業
者（
農
業
従
事
者

を
含
む
）・
法
人

f
各
回
先
着
４０
人（
事
前
予
約

制
）

g
無
料

h
筆
記
用
具

i
車
で
の
来
場
不
可

k
l
７
月
１４
日
㈮
午
前
８
時
半

か
ら
電
話
で
東
村
山
税
務
署
☎

０４２・３
９
４・６
８
１
１（
代
表
）

へ（
自
動
音
声「
２
」を
選
択
）。

担
当
部
門
＝
個
人
事
業
者
の
方

は
個
人
１
部
門
、
法
人
の
方
は

法
人
１
部
門

海
上
保
安
官
募
集

１
次
試
験
日
程
①
海
上
保
安
学

校
＝
９
月
２４
日
㈰
②
海
上
保
安

大
学
校
＝
１０
月
２８
日
㈯
・
２９
日

㈰b
都
内
、
横
浜
市
ほ
か

f
①
約
２
４
０
人
②
６０
人（
昨

年
度
）

j
詳
細
は
海
上
保
安
庁
採
用
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い

k
①
は
７
月
１８
日
㈫
～
２７
日
㈭

に
、
②
は
８
月
２４
日
㈭
～
９
月

４
日
㈪
に
同
サ
イ
ト
か
ら
申
し

込
み
を
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境
が
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

l
同
庁
東
京
海
上
保
安
部
管
理

課
☎
０３
・
５
５
６
４
・
１
１
１

８

（
必
着
）、
〒
２０３

−

８
５
５
５
、

市
役
所
生
涯
学
習
課
宛
て
郵
送

ま
た
は
同
課
窓
口
へ
直
接
持
参

を企
画
提
案
書
の
提
出
期
限
な
ど

９
月
２５
日
㈪
午
後
５
時
ま
で
に

（
必
着
）、
同
課
宛
て
郵
送
ま
た

は
同
課
窓
口
へ
直
接
持
参
を

　
※
企
画
提
案
書
は
、
参
加
資

格
審
査
に
よ
り
参
加
資
格
を
有

す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
団
体

の
み
提
出
。

l
同
課
生
涯
学
習
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
８
４

交
通
災
害
共
済 

「
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
」に 

加
入
し
ま
せ
ん
か

　「
東
京
都
市
町
村
民
交
通
災

害
共
済（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）」

は
、
都
内
３９
全
市
町
村
が
共
同

で
実
施
す
る
共
済
制
度
で
、
会

員
が
交
通
事
故
の
け
が
に
よ
り

治
療
を
受
け
た
場
合
、
会
員
の

皆
さ
ん
が
出
し
合
っ
た
会
費
か

ら
見
舞
金
を
お
支
払
い
す
る
事

業
で
す
。
現
在
、
５
年
度
の
加

入
申
し
込
み
を
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

共
済
期
間
加
入
日
の
翌
日
～
６

年
３
月
３１
日

加
入
資
格
共
済
期
間
の
開
始
日

に
市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

会
費
▼
Ａ
コ
ー
ス
＝
年
間
１
０

０
０
円
▼
Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
間
５

０
０
円（
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
見

舞
金
の
額
が
異
な
り
ま
す
）

加
入
申
し
込
み
管
理
課（
市
役

所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば
り

が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、
市

内
の
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
）で
受
け
付
け（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
も
利
用

可
。
詳
細
は
ち
ょ
こ
っ
と
共
済

n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

l
同
課
管
理
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
４

会 員 募 集
◆東久留米ペン習字会＝a第 １ ・第 ３ 月
曜日および水曜日午前１０時〜正午他b生
涯学習センターg入会金３００円、会費月 
２，６９０円他j午後の場合もあり。つけペ
ンとボールペン。初級から上級までl河
端☎０４２・４７５・８４５５
◆ユニカール東久留米＝a毎週水曜日午
前 ９ 時〜正午他b青少年センターg入会
金１，０００円、会費月５００円他jじゅうたん
上のカーリング。程良い運動、脳トレに
もなりますl吉川☎０８０・６８１８・３０６５
◆ソフトボール（スローピッチ）（東久留
米ファイターズ）＝a毎週火曜日午後 ３
時〜 ５ 時半他b南町運動広場g入会金
１，０００円、会費年６，０００円j年齢男女不問、
切磋琢磨、和気あいあいプレイを楽しん
でいますl宝崎☎０９０・９３２３・８１５９
◆M²スポーツ新体操＝a毎週金曜日午
後 ３ 時半〜 ７ 時他bわくわく健康プラザ
g入会金１，０００円、会費月４，５００円j学年
別で楽しい曲に合わせ練習し、イベント
や試合に参加しますl黒澤☎０９０・１２００
・６５９９

◆カラオケ（東久留米ニューハーモニー）
＝a月 ３ 回。火曜日午後 １ 時〜 ４ 時半b
成美教育文化会館g入会金１，０００円、会
費月２，０００円j健康増進の為、新曲を覚
えて、楽しく歌っています。男性歓迎l
荒井☎０４２・４７３・７８４４

催 し
◆夏の平和朗読劇「千鳥ヶ淵へ行きまし
たか」（市民朗読劇の会）＝a ８ 月２０日㈰
午後 ２ 時開演（ １ 時半開場）b市民プラザ
ホールj東久留米市の平和行事として始
まり、市民が引き継ぎ２８年目の平和朗読
劇ですl春田☎０４２・４７３・０７６９
◆第３０回わくわく川掃除＆川あそび（わ
くわく川掃除＆川あそび実行委員会）＝
a ７ 月２３日㈰午前１０時〜午後 ４ 時b小山
れんげ公園（黒目川大圓寺付近）j午前中
川そうじ、午後魚とり・タイヤボート乗
りなどの川あそびl豊福☎０４２・４７５・
７６４３
◆第２８回夕涼み会（夕涼み会実行委員会）
＝a ８ 月 ５ 日㈯午後 ５ 時〜 ８ 時b東京学
芸大学附属特別支援学校校庭第 １ グラウ
ンドj ４ 年ぶりの開催。出店多数。花火
は午後 ７ 時半から打ち上げ予定l中尾☎
０４２・４７１・４８８３

市 民 伝 言 板

市n

東京消防庁n

都下水道局n市n

海上保安庁採用
サイト
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